
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．４３ ２００７年６月２０日 

 

台湾・商標法施行細則の部分改正予告 

 

台湾・智慧財産局商標権組は去る５月７日、商標法施行細則の部分改正を予告発表した。第３４条

（異議申立）と第１３条（商品・役務分類表）の二箇条が次のように変更される予定。 

 

第３４条第３４条第３４条第３４条    

（現行）異議申立するときは、異議申立人の身分証明書類を添えて提出しなければならない 

（改正）提出不要となる。 

（商標責任機関が提出必要であると判断された場合、その旨当事者に通知する。） 

 

第１第１第１第１３３３３条条条条    

（現行）第２１類の見出し－「家庭用又は台所用の器具及び容器（貴金属製又は貴金属を 

被覆したものでないもの）；…」 

（改正）第２１類の見出し－「家庭用又は台所用の器具及び容器；…」 

（下線は削除部分） 

 

（現行）第２９類の見出し－「食肉、魚、家禽及び猟の獲物；肉エキス；塩漬、乾燥及び調理 

済果物及び野菜；…」 

（改正）第２９類の見出し－「食肉、魚、家禽及び猟の獲物；肉エキス；塩漬、冷凍、乾燥及び 

調理済果物及び野菜；…」（下線は追加部分） 

 

（現行）第４２類の見出し－「…； 法律サービス」 

（改正）            「法律サービス」を第４５類へ移行。 

 

（現行）第４２５の見出し－「他人が個人的需要に応じて提供する私的又は社会的サービス； 

財産又は個人を守る為のセキュリティーサービス」 

（改正）            前後文字について、斟酌修正する予定である。 

 

以上 
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